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第1章 第２次アクションプランの概要 

 

1. 概論 

(1) 基本方針・計画ビジョン 

 桑名市では、学校や公民館、道路など（以下、公共施設等という）を整備・運営してきましたが、

多くの公共施設等が老朽化しています。大規模な修繕や更新が必要な状況でありますが、人口減少

や少子高齢化に伴い財政状況は厳しく、施設需要も建設当時に比べ変化しています。   

そこで 2014 年に総務省から公共施設の総合的な管理計画の策定要請を受け、桑名市では翌年に

「公共施設等総合管理計画」を策定しました。この計画では、長期的な視点から施設の最適な保有

や管理方法について検討し、財政負担の軽減と最適な公共サービスの提供を目指しています。また、

2016年には公共施設等総合管理計画を具体的に実行する為の個別施設計画「第 1次アクションプラ

ン」を策定し、これまで民間活力を活かした PPPや施設の複合化や長寿命化などの取り組みを進め

てきました。 

本プランでは、これまでの取り組みに加え、小中一貫校への施設機能の集約化と市街化調整区域

内の利活用が困難な公共施設への集約化を基本方針として取り組みを進めます。 

 

 

(2) 計画期間 

  2026年度から 2035年度の 10年間とします。 

 

桑名市公共施設等総合管理計画第２次アクションプランの計画期間 

 

桑名市公共施設等 

総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015～2064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

（アクションプラン） 

 

10 年単位 

 

2016～ 

  2025 

第１次 

 

 

 

 

 

 

 

2026～ 

   2035 

第２次 

 

 

 

 

 

2036～ 

   2045 

第３次 

 

 

 

 

 

 

 

2046～ 

  2055 

第４次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2056～ 

  2064 

第５次 
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第2章 計画期間内における施設再編等の取り組み 

 

1. 公共施設再編の基本方針 

   第 2次アクションプランではこれまで取り組みを進めてきたＰＰＰに加え、下記を基本方針とし

て公共施設再編を進めます。 

 

(1) 公共施設の基本方針 

     公共施設等総合管理計画に記載の基本方針のもと取り組みを進め、50年間（2015～2064年度）

で、総量（延床面積）の 33％を削減します。第２次アクションプランでは、2026 年度から 2035

年度までの 10年間で概ね 6.6％の削減を目指します。 

アクションプラン対象施設については毎年、建物評価や利用状況の度合いを数値化しⅠ～Ⅳに

分類した公共施設カルテを作成しています。作成した公共施設カルテを基に施設の方向性を定め

施設再編等に取組みます。また、学校教育系施設及び市営住宅系施設については、各施設の事業

計画に基づき施設再編を進めます。 

 

≪小中一貫校への施設機能の集約化≫ 

   学校再編計画に伴い順次進める小中一貫校整備にあわせ、当該地域の公共施設の整理（集約

化・複合化等）を進め、廃校となる学校施設について原則、市は所有しません。 

   ①集約の対象とする施設（機能）の整理 

   ②移転時期を考慮した、施設管理計画（維持補修等）の見直し 

   ③現施設（敷地）の集約後の取扱い方法の検討 

 

≪その他の施設再編について≫ 

   公共施設カルテに基づき方向性を整理し、既存施設の空きスペースを有効活用し施設機能の

集約化・複合化を積極的に進め、市街化調整区域等で売却や民間活力による利活用が困難な建

物へ公共機能をまとめます。集約化により不要となった土地建物は積極的に売却します。 

建物（土地含む）の利活用の検討・実行等は各所属が行い、公共施設マネジメント担当課は、

そのサポートを行うことで施設再編の取り組みを推進します。 

   ①建物（土地含む）：利活用の検討・実行、または除却は各所属が行います 

   ②土地のみ：各所属にて売却できる状態（境界確定・合意等）で用途廃止し公共施設マネジ

メント担当課が売却します（所属での売却も可） 
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≪修繕・改修の考え方について≫ 

 

 

 

(2) インフラの基本方針 

インフラに関しては、更新費用不足額と将来の人口減少を踏まえ、適切な更新と維持管理に努

めます。 

 

2. 対策費用 

   計画期間内に要する対策費用については上位計画「公共施設等総合管理計画」参照。 
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第3章 公共施設等の状況と方向性 

 

1.インフラ 

インフラについては上位計画である「桑名市公共施設等総合管理計画」に記載した状況のもと、各

施設の重要度に応じた維持管理水準の見直し、長寿命化計画等に基づく計画的で適切な維持管理、及

び人口減少等に伴う需要の変化を踏まえた適正規模での施設更新によって、新設と更新とのバランス

をとりながら解消を図っていきます。 

  

(1) 対象施設一覧 

イ
ン
フ
ラ 

大分類 小分類 備考 

1 道路 道路 

  橋りょう 

街路樹 

2 公園 都市公園   
 

3 上水道 管路（導水管、送水管、配水管等） 
企業会計 

 

施設（水源地、浄水場、配水場等）  

4 下水道 管路 
企業会計 

 

施設（ポンプ場、処理場） 
 

5 排水施設 排水施設（排水機場、雨水ポンプ場）    

6 農道 農道    
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2.公共建築物 

 公共建築物については毎年、施設状況調査を実施し各施設のランニングコスト・稼働率・老朽化度

合いを数値化した公共施設カルテを施設毎に作成し、中長期的な視点で施設の改修計画や見直す目的

で実施しています。 

 また、PFI を含む公民連携手法のうち、契約期間満了後に建物が市に所有権移転されるような手法

で建設した公共施設においては、期間満了前に庁内各部署と連携し新たな運営手法について検討する

こと。 

 

(1) 対象施設一覧 

公
共
建
築
物 

大分類 小分類 

1 行政系施設 

  

  

1 庁舎等 

2 消防施設 

3 その他行政系施設 

2 学校教育系施設 

  

 

  

1 幼稚園 

2 小学校 

3 中学校 

4 その他教育施設 

3 生涯学習系施設 

  

  

1 市民文科系施設 

2 社会教育系施設 

3 スポーツ・観光施設 

4 保健・福祉系施設 

  

  

  

1 子育て支援施設 

2 高齢福祉施設 

3 障害福祉施設 

4 その他保健・福祉施設 

5 産業系施設 産業系施設 

6 市営住宅 市営住宅 

7 その他施設   

 

※施設の詳細については第 4章公共施設カルテの見方について「公共施設カルテ」を参照。 
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第4章 公共施設カルテの見方について 

 

 

  

施設の土地・建物情

報として，面積や用

途構造などの情報を

まとめています。 

施設の利用情報とし

て，利用者数や開館

日数，稼働率などを

数値化しています。 

施設のコスト情

報として，収入や

支出の状況をま

とめています。 

上記データをも

とに、評価を点数

化しています。 

左記の評価点を

グラフ化したも

のです。 
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1. 基本データ 

施設の建物の基本情報を記載しています。 

 

有効度とは、躯体健全性と躯体以外の劣化状況から評価を数値化したものです。 

（有効度の数値が低い⇒建物状態良好、有効度の数値が高い⇒建物状態不良） 

※見方例：Ⅰ―A―1の場合、（躯体健全性Ⅰ― 躯体以外の劣化状況 A― 有効度 1） 

①躯体健全性（Ⅰ～Ⅳ）：施設の残存耐用年数を示す。 

②躯体以外の劣化状況（Ａ～Ｄ）：屋根、外壁、設備等の劣化状況を示す。 

 

 

 

2. 管理運営データ 

利用者数：主に公共用施設の利用者数 

     主に公用施設は「対象外」、集計をとっていないものは「－」と記載 

 

稼動率：貸館等をしている施設のみ対象 

    貸館をしていない施設は「対象外」、集計をとっていないものは「－」と記載 
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3. 一次評価結果（評価基準と評価点） 

  評価点により一次評価結果を算出 

＜建物評価＞ 評価基準 評価点 

耐震性 耐震性あり 10 

耐震性なし・未診断 0 

有効度 

 

 

１～２ 10 

３～４ 6 

５～６ 4 

７ 0 

コスト（対象施設中順位） 

・維持：修繕費、工事費、 

    土地借上料他 

・運営：人件費、光熱水費、 

    委託料他 

コスト低い 

 

 

 

コスト高い 

0～25％ 10 

25～50％ 6 

50～75％ 3 

75～100％ 

休館・閉鎖施設 
0 

 

 

 

 

 

  

＜利用状況評価＞ 評価基準 評価点 

利用者増加率 

 （前年実績－５年前実績） 

       ／５年前実績 

30％以上 10 

10～30％未満 8 

0～10％未満 

築５年未満の施設 
5 

-20～0％未満 

利用者情報無 
3 

-20％未満 

利用者情報不明 
0 

稼働率 

 利用枠数 

 ／(開館日数×利用可能枠数) 

50％以上 10 

30～50％未満 6 

15～30％未満 4 

15％未満 

休館・閉鎖施設 
0 

稼働率算出対象外 

稼動率不明 
5 

年間コスト（対象施設中順位） 

 支出合計／人口 

コスト低い 

 

 

 

コスト高い 

0～25％ 10 

25～50％ 6 

50～75％ 3 

75～100％ 

休館・閉鎖施設 
0 

法律による設置義務加算 有 7 

努力義務 3 

無 0 
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4. 一次評価結果からの方向性 

 

  

評価結果 方向性 

Ⅰ 
建物評価、利用状況評価とも

に高い 
→ 現状維持。施設の保守・点検等を引き続き実施 

Ⅱ 
建物評価は高いが、利用状況

評価は低い 
→ 

施設の集約化・複合化の検討、民間提案による運営の

見直し等が必要 

Ⅲ 
建物評価は低いが、利用状況

評価は高い 
→ 建物更新の検討（民間提案等）、新設・移転の検討 

Ⅳ 
建物評価、利用状況評価とも

に低い 
→ 

廃止（譲渡・売却等）の検討、集約化・複合化の検討、

解体 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設カルテ 
 


